
 

 

 

 

みんなに会える学校生活 ♪ 

はじまります！ 

長い長い休校期間を終え、今月からようやく子どもたちが登校できる 

学校生活がスタートします。3ヶ月という長い間、自分と周りの人々の命を 

守るため、「家で過ごす」をご家族でがんばっていただきました。 

そのおかげでやっとまた、子どもたちは、先生や友だちと学校で勉強したり、遊んだり 

できるようになりました。 

朝はちゃんと起きられましたか。 

学校への道の様子は 4月と変わっていますか。 

がらんと寂しかった校舎に、明るい声が戻ってくることは、本当にとても嬉しいです。生活のリズムを少しず

つ整えて、気持ちと体を新しい学校生活に慣らしていってほしいと思います。あまりにも久しぶりで、なんだか

調子が乗らない、体がついて行かない、色々心配になってしまう・・・そんなお子さんもいるかと思います。一人

一人が安心して笑顔いっぱいの学校生活を送れるように、学校とご家庭の両方から子どもたちをサポートして

いきたいと思います。どうか保護者の皆様のご協力をひきつづきよろしくお願いいたします。 

何かお子さんのことでご心配なことがありましたら、どうぞ学校にご相談ください。 

★段階的な再開について 

緊急事態宣言は解除になりましたが、まだまだ油断のできない状況です。再開した学校生活を継続していける

よう、感染防止策を講じた上で、分散登校から始めてまいります。 

１． 準備登校 

6月 1日（月）２，４，６年   6月 2日（火）１，３，５年 

２．分散登校  

6月 3日（水）～6月 12日（金） AB２つの住所別グループに分かれて登校します 

 Aグループ・・・おもに正門から登校する児童（片瀬、片瀬山、鵠沼石上、鵠沼橘、鵠沼東、 

鵠沼藤が谷、南藤沢、本鵠沼、学区外） 

       6月 3日～8日  ８：１５～３０で登校 ９：４５下校 

       6月 9日～12日 １０：１５～３０で登校 １１：４５下校 

Bグループ・・・おもに裏門から登校する児童（川名） 

       6月 3日～8日 １０：１５～３０で登校１１：４５下校 

       6月９日～12日 ８：１５～３０で登校９：４５下校 

※グループの人数に大きな偏りのあるクラスは変更があります 

※居場所に申し込んでいる児童は、８：１５～３０登校です。 
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３． 一斉登校での午前授業   

6月 15日、16日  全校 3時間授業 

6月 17日、18日 1年生のみ 3時間授業 ２～６年 4時間授業 （２～６年 17日給食開始） 

6月 19日～6月 26日 全校 4時間授業 （1年 19日給食開始） 

４． 通常授業開始 

6月 29日（月）から 

 

★学習について 

  今年度の学習内容に前年度未履修だった部分も含めて、感染防止策が講じやすい内容から進めていきます。

4 月には復習中心の課題、5 月には新しい学年の課題をご自宅にお届けしました。担任たちもどのようなものであ

れば取り組みやすいのか、悩みながら作成しましたが、学校で指導されていない内容をクリアしていくのは、容易

ではなかったと思います。課題は全て終わっていなくてもかまいません。できたところまででいいので、担任まで提

出してください。習熟状況を確認し、できなかった、わからない、の不安をなくしていきながら授業を進めていけれ

ばと思っております。 

 

★保護者の皆様へのお願い 

新型コロナウイルス感染予防のため、次の点についてご理解ご協力をお願いいたします。 

・毎日必ずマスク、手拭き用ハンカチ（記名をお願いします）を児童に持たせてください。 

・登校したら、まず教室に入る前に健康観察（健康調査票のチェック）をします。毎朝必ず登校前に自宅で検温し、

体温と症状の有無を健康調査票に記入して持たせてください。 

・健康調査票には必ず平熱をご記入ください。 

・体調がすぐれない場合は、無理させず、欠席させてください。 

・「学校再開後の出席停止基準等について（お知らせ）」を本日配付しました。ホームページにも掲載しています。ご

確認ください 

・出席停止後に登校を再開される場合は、事前に学校にご連絡ください。 

・登校再開の基準より早く登校した児童については、保護者の方にご連絡し、お迎えに来ていただきますので、あら

かじめご承知おきください。 

・出席停止の対象となる風邪症状と区別するため、日常からアレルギー性鼻炎や喘息等による咳がみられる場合に

は健康調査票のメモ欄を活用するなどして事前に学校にご連絡ください。その際できる限りかかりつけ医に登校の

可否について電話で相談し、その結果も学校にご連絡ください。 

・同居しているご家族及び児童本人が濃厚接触者及び感染者となった場合は、学校にご連絡ください。ご連絡いた

だいた内容は保健所及び教育委員会にも報告させていただきますのであらかじめご了承ください。 

・登校後、児童に発熱や咳などの風邪の症状が見られるときは、保護者の方にご連絡しますので、なるべく早いお

迎えをお願いいたします。 

 

 

 

 



★感染症予防対策について   

 

                 今月からの登校再開に際しては、藤沢市教育委員会「藤沢市立学校新型コロナウイル

ス感染症対策」に基づき、学校として次のように感染防止策に取り組みます。 

 

学校での感染防止対策について 

１． 生活面での感染予防 

・児童登校後、教室に入る前に健康調査票を確認し、健康観察を行います。健康調査票を持参していなかったり、

体温が未記入だったりした場合は、検温を行った上で教室内に移動します。 

・登校後手洗いをさせ、マスクの着用をさせます。 

・マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスを保つことなどの指導を行います。 

・マスクをしていることから例年より熱中症が発生しやすいことが予想されますので、授業中であっても十分な水分補

給ができるように配慮します。 

・教室等の環境をいわゆる３密を避けるように整えます。 

 ①常時窓を開け換気を行い空調や衣服による温度調整を含め温度や湿度の調整に努めます。 

 ②空調設備を使用しても、窓の開放による換気を行います。 

 ③児童同士の距離を１～２ｍ以上保つように座席を配置します。 

 ④学級ごとに使用する流し、トイレ、階段をあらかじめ指示します。 

 ⑤流し、トイレが密になる場合はおおむね１～２ｍの距離をとり,列をつくるようにします。 

・手で触れる機会が多い次の箇所を一日に１回以上、または児童が入れ替わるたびごとに職員により消毒を行いま

す。   

・机、いす、電気のスイッチ、ドアノブやドアの縁。 

・トイレのスイッチ・ドアノブ・ドアの縁・レバー。 

・流しの蛇口や流しの縁。階段や昇降口の手すり。 

・児童が共有で使用する教材教具（児童間で不必要な使いまわしをしない） 

 

２．学習活動での感染予防等 

・学習については、感染防止策が講じやすい領域や内容から進めたり、ペア学習やグループ学習が必要なときは児

童同士の間隔を１～２ｍあけたり、短時間の活動にしたりするなど工夫します。 

・教材の共有を避け、水泳の実技指導は行いません。 

・長期休校による体力の低下等を考慮した活動を行います。 

・特別支援学級においては、過度な接触を避けたり、なるべく対面にならない工夫をしたりして、児童に寄り添った指

導に努めます。 

 

３． その他 

・長期の休校や外出自粛等での心のケアを必要とする児童や保護者の方との相談やカウンセラーの活用に取り組

みます。 

・人権教育を重視し、コロナウイルス感染症に関する偏見やいじめが生じないよう十分に配慮します。 

 



★欠席連絡について 

  お子さんの欠席の連絡は 8 時 30 分までに学校にお電話でお知らせください。体調不良による欠席の場合は症

状や具合が悪くなった時期についてもお伝えください。 

  兄弟姉妹については、連絡帳でお届けいただいてもかまいません 

★第１・３・５土曜日における市立小学校の「遊びの広場」としての校庭開放について 

  藤沢市では、6月から市立小学校の校庭を第１・３・５土曜日の午前中に「遊びの広場」として開放します。遊びに

来るときは、感染予防策を行い、安全上の配慮から必ず大人の人と来るようにお願いします。新林小学校はその時

間正門を開門します。 

★2020年度日課表について 

 6月 15日以降の授業は、こちらの日課表の時刻ですすめてまいります 

 

 


